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はじめに 

 

 「建設リサイクルデータ統合システム」（通称「CREDAS 入力システム」）は，「資源の

有効な利用の促進に関する法律」（リサイクル法）により義務付けられた書類の作成を電算

上で行うことによって，記入負担の軽減等を図るとともに，建設副産物実態調査を効率的

に行い，速やかに建設リサイクルの推進状況を把握することを目的としています。 

 しかし，CREDAS 入力システムの入力内容等について，具体的な注意事項が明確にされ

ておらず，建設リサイクルの推進状況の実態が，CREDAS 入力システム上のデータに正し

く反映されていないケースが確認されることがありました。 

 そこで今回，CREDAS 入力システムにおいて，誤りやすい入力時等の注意事項をまとめ

ることによって，より精度の高い CREDAS 入力システムデータが作成されることを目的

として，当該マニュアルを作成することとしました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



◆目次◆ 

１．CREDAS 入力システムの出力様式 確認時の注意事項 

   ①再生資源利用計画書及び再生資源利用実施書 —建設資材搬入工事用—・・p. １ 

   ②再生資源利用促進計画書及び再生資源利用促進実施書 

                        —建設副産物搬出工事用—・・p. ２ 

 

２．CREDAS 入力システム 入力時の注意事項 

【工事概要欄の注意事項】 

   ①発注機関（詳細）欄について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p. ３ 

  

【建設資材利用欄の注意事項】 

 〔コンクリート〕 

   ①規格の選択肢について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p. ４ 

 〔土砂〕 

   ①供給元種類の選択肢等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p. ５ 

    

【建設副産物発生・搬出欄の注意事項】 

 〔コンクリート塊〕 

   ①搬出先の種類の選択肢について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p. ６ 

   ②再生資源利用促進率について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p. ６ 

 〔建設木材 A〕 

   ①搬出先の種類の選択肢について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p. ７ 

   ②再生資源利用促進率について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p. ７ 

 〔アスファルト・コンクリート塊〕 

   ①搬出先の種類の選択肢について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p. ８ 

   ②再生資源利用促進率について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p. ８ 

 〔第一種～第四種建設発生土，浚渫土以外の泥土，浚渫土〕 

   ①記入箇所等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p. ９ 

    

３．提出用ファイル 取扱い時の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.１０ 

 

 

※入力画面例は計画書になっていますが，記載の注意事項は実施書にも適用されます。 

（入力画面例は，CREDAS 入力システム（Ver.2013.2.28）を使用しています。） 
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１．CREDAS 入力システムの出力様式 確認時の注意事項 

 ①再生資源利用計画書及び再生資源利用実施書 —建設資材搬入工事用— 
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②再生資源利用促進計画書及び再生資源利用促進実施書 —建設副産物搬出工事用— 
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３．提出用ファイル 取扱い時の注意事項 

 ・提出用ファイルはｌｚｈファイルとして出力されますが，このファイルは一度解凍す

ると集計用システムに取り込むことができなくなってしまいます。再度圧縮しても取り

込むことができませんから，提出用ファイルを解凍しないでください。 

 

 


